
船舶インシデント調査報告書 

令和元年１２月１８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成３１年２月１０日 ０９時１０分ごろ 

発生場所 長崎県平戸
ひ ら ど

市尾
お

上
がみ

島南方沖 

 尾上島灯台から真方位１９３°３.９海里付近 

 （概位 北緯３３°０６.９′ 東経１２９°１８.９′） 

インシデントの概要 プレジャーボート耕
こう

紘光号
こうひかるごう

は、漂泊中、船外機の始動ができなくな

り、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 平成３１年２月１２日、主管調査官（長崎事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 耕紘光号、５トン未満（長さ６.２７ｍ） 

 ２９２－３２０７５長崎、個人所有 

 ガソリン機関（船外機）、２サイクル、出力８４.６０kＷ、回転数

毎分５,５００、４気筒、ボア８８㎜、使用燃料ガソリン 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 インシデントの経過  本船は、船長が、１人で乗り組み、友人３人を乗せ、釣り場を移動

する目的で船外機を始動し、前進としたところ、船外機が停止した

後、船外機が始動できなくなった。 

 本船は、船長が海上保安庁に本インシデントの発生を通報し、その

後、船長の友人の船にえい
．．

航され、平戸市前
まえ

津
つ

吉
よし

漁港に入港した。 

分析  本船は、漂泊中、船外機が故障して停止した後、船外機の始動がで

きなくなり、運航不能となったものと考えられるが、船外機が故障し

た状況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本インシデントは、本船が、漂泊中、船外機が故障して停止した

後、船外機の始動ができなくなったことにより発生したものと考えら

れる。 
 


